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講師プロフィール
小濱 道博（こはま みちひろ）

◎ 小濱介護経営事務所 代表
◎ 株式会社ベストワン 取締役
◎ C-MAS 介護事業経営研究会 最高顧問
◎ C-SR 一般社団法人医療介護経営研究会 専務理事

日本全国対応で介護経営支援を手がける。介護事業経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間２５０件
以上。昨年も延20000人以上の介護事業者を動員。全国の介護保険課、各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター
等の主催講演会での講師実績は多数。介護経営の支援実績は全国に多数。著書、連載多数

さ

総合コンサルタント/ＢＣＰ作成支援 /運営指導支援/各種研修・講演・執筆

小濱介護経営事務所/株式会社ベストワン
東京本社：〒110-0016 東京都台東区台東１丁目14-10−801
Mail: kohama@officebear.net URL: http://officebear.net FAX 050-3153-0453
※電話は常時、留守電に設定してあります。講演中・移動中が多いため、ご連絡はメールでお願い致します。
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◎ 著書 ：
「実地指導はこれでＯＫ！おさえておきたい算定要件シリーズ」第一法規
「まったく新しい介護保険外サービスのススメ」翔泳社
「混合介護〜導入・運営・実践事例集」日綜研出版
「これならわかる <スッキリ図解> 実地指導」翔泳社
「よくわかる実地指導への対応マニュアル」 日本医療企画

「介護経営福祉士テキスト〜介護報酬編」日本医療企画
「これならわかる <スッキリ図解> 介護ビジネス 」（共著） 翔泳社
◎ 定期連載 ：
「日経ヘルスケア」「月刊シニアビジネスマーケット」 「Ｖｉｓｉｏｎと戦略」
◎ ソリマチ「会計王 介護事業所スタイル」の監修を担当。
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骨太の方針2022（経済財政運営と改革の基本方針2022 新しい資本主義
へ～課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現～）

家庭における介護の負担軽減のため介護サービスの基盤整備等を進める。公的価
格の費用の見える化等を行った上で、職種毎に仕事の内容に比して適正な水準まで
賃金が引き上がり、必要な人材が確保されること等を目指して、現場で働く方々の更
なる処遇改善に取り組んでいく。

医療・介護分野でのＤＸを含む技術革新を通じたサービスの効率化・質の向上を図る
ため、デジタルヘルスの活性化に向けた関連サービスの認証制度や評価指針による
質の見える化やイノベーション等を進め、同時にデータヘルス改革に関する工程表に
のっとりＰＨＲ（パーソナルヘルスレコード）の推進等改革を着実に実行する。

経営実態の透明化の観点から、医療法人・介護サービス事業者の経営状況に関す
る全国的な電子開示システム等を整備するとともに、処遇改善を進めるに際して費用
の見える化などの促進策を講ずる。

医療・ 介護サービスの生産性向上を図るため、タスク・シフティング（介護職が可能な
認定特定行為の拡大など）や経営の大規模化・協働化を推進する。
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業務の効率化と経営の大規模化・協働化①
○ 介護の質の低下を招くことなく、むしろ質の向上を図りながら、介護現場の業務負担軽減と人員配置の効率化を実現するには、①ロボット・ＡＩ・ＩＣＴ
等の実用化の推進、②タスクシフティング、シニア人材の活用推進、③文書量削減など組織マネジメント改革などの業務効率化を進めていく必要がある。

○ 更には、介護サービスの経営主体は小規模な法人が多いことを踏まえ、今年度から施行される社会福祉連携推進法人制度の積極的な活用を推進していくこ
とはもとより、経営の大規模化・協働化を図ることが不可欠である。

○ 経営の大規模化・協働化という介護分野の課題は、新型コロナの感染拡大のもと、高齢者の介護・療養現場で生じた様々な問題を通じて浮彫りになってい
る。すなわち、「第６波」などにおいて、介助的支援を必要とする高齢者の入院隔離が医療現場の負荷を増した一方で、療養場所の移動が高齢者に与える影
響から高齢者施設の入所者について施設内療養が望ましいとの指摘も多い。他方で、このような医療的介入が必要なケースを含め、高齢者の介護について、
介護職員の感染あるいは濃厚接触者とされたため、介護に従事する職員数が減少し、自宅や事業所の高齢者の支援ができなくなる事態が頻発した。

○ 医療・介護分野を横断する複合的なニーズが増している高齢化社会にあって、新興感染症にも対応できる持続可能な医療・介護サービス提供体制を構築し
ようとすれば、医療機関のみについて、医療資源の集約化などのために再編・統合や地域医療連携推進法人制度の活用などによる連携が必要となることはあ
り得ない。介護分野で小規模な法人が他との連携を欠いたまま競争するということでは、介護の質の向上にも限界があり、新型コロナのような新興感染症発
生時の業務継続も施設内療養の実現も覚束なくなる。経営の大規模化・協働化が抜本的に推進されるべきである。

◆テクノロジー活用による配置基準
の緩和（令和３年度報酬改定）
⚫ 介護老人福祉施設について、⾒守り機器やイン

カム等のＩＣＴを導入する場合に夜間の人員配
置基準を緩和

◆介護現場の業務負担軽減と人員配置の効率化（令和４年度予算）
① 介護ロボット等導入時に、人員体制の効率化等について導入計画書で明確
にした場合に、補助率⾒直し（その他、⾒守りセンサー導入に伴う通信環
境整備に係る補助額引上げなど）

② 介護助手等の普及を通じた多様な就労の促進（都道府県福祉人材センター
に介護助手等普及推進員（仮称）を配置し人材掘り起こし）

③ 文書量半減を実現するICT導入への支援拡充など、ICTを活用した業務効率
化を通じた職員負担軽減

利用者数 配置人員数

26～60人 2人以上 → 1.6人以上

61～80人 3人以上 → 2.4人以上

81～100人 4人以上 → 3.2人以上

（出所）介護労働安定センター「令和２年度事業所における介護労働実態調査」
※ユニット型を除く個室や多床室
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◆感染拡大による医療・介護の複合的ニーズの顕在化

• オミクロン株感染により入院している高齢者は、呼吸器症状による症状悪化というよりは、むしろ基礎疾患の増悪や合併
症の併発などによる全身状態不良の高齢者が多い（中略）。これらの患者については、体外式膜型人工肺（ＥＣＭ
Ｏ）や気管挿管などの医療処置ではなく、酸素投与などの医学管理をしつつも、介助的支援を行う必要性があります。

オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について(抄)(令和４年２月 厚労省事務連絡)

• 今般の感染拡大においては、高齢の入院患者が多数発生した。これを踏まえ、コロナ患者を受け入れる病床における人
員体制は介護等のニーズも意識したものとすることに留意されたいこと。また、高齢者では、入院期間も長期化する傾向
が見られることを踏まえ、今後の感染再拡大に備えるため、早期退院等の取組の更なる徹底・強化が必要であり、緊急
支援も活用いただきながら更なる受入体制の徹底・強化を図っていただきたい

• 2022 年 1 月から 2 月のオミクロン株を主流とした感染拡大において、特に高齢者の療養については様々な課題が生
じた。例えば入院を契機としてフレイル（要介護の一歩手前の健康状態）が進みやすくなっていること、(中略)COVID-
19 を契機とする誤嚥性肺炎の併発や既存疾患の悪化、（中略）住み慣れた環境や周囲の人々との関係から急激に
切り離されることによる心理面の影響（患者だけでなく家族を含む）なども挙げられる。そのため、要介護高齢者でなくて
も、COVID-19 の入院療養から回復後に、入院前の環境での暮らしを再開することが困難になる場合がある。

• 今後も中長期的に COVID-19 の流行が繰り返されることを念頭に置きつつ、入院治療を必要とする高齢者に対しては、
より迅速な対応ができるよう、病床確保や搬送にはこれまで以上に配慮する必要がある。（中略）よりケアを重視した療
養場所の選択とケア提供体制の充実に向けた支援は不可欠である。特に高齢者の場合、入院に伴って日常生活動作
（ADL）や生活の質（QOL）が低下する事態は避けなければならない。
次の感染再拡大に備えて、可及的速やかに、関係者の意見も聞きながら、高齢者の療養のあり方についての具体的な
議論を深めるべきだと考える。また、中長期的な対応の方策も検討していくべきである。

◆介護事業者の法人全体の従業員規模

オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた対応について(抄)(令和４年３月 厚労省事務連絡)

高齢者における新型コロナウイルス感染症の療養のあり方について(案)(抄)(令和４年３月23日 新型コロナウイルス感染対策アドバイザリーボー
ド 武藤先生提出資料)

• 全ての施設等が、必要な場合に医師や看護師による往診・派遣等の医療を確保できる体制となっていることを確認する。
• (コロナ対応病床の更なる確保や回転率向上に向けて、)既存の確保病床について、要介護の高齢者に対応した人員

(介護職員、リハビリ専門職員等)配置、環境整備を行うことにより、高齢感染者の受入れのキャパシティを高めるよう働き
かけること。

オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた対応について（高齢者施設等における医療支援の更なる強
化等）の考え方について(抄)(令和４年４月 厚労省事務連絡)

※ 社会福祉連携推進法人とは、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人であり、合併のように資産
を統合する必要はないが、共同で、福祉人材の確保や人材育成、設備・物資等の共同購入が可能。
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○ そもそも、介護保険制度は、行政がサービスを提供する従来の措置制度ではなく、利用者が介護サービス事業者を選択することを基本として、多様な事業者が利用者と相
対して契約を締結し、これに基づいてサービスを提供する制度として導入された。
限られた財源の下で、事業者間の競争が生じ、その結果として、サービスの質の向上や事業の効率化が進むことが期待されていた。

○ しかし、現状は、営利法人を含めた幅広い主体の参入こそ進んだものの、先に述べたとおり介護サービスの経営主体は小規模な法人が多く、競争が必ずしもサービスの質の
向上につながっているとも言い切れないうえ、業務の効率化も不十分と言わざるを得ない。

○ 他方で、規模別に見ると、規模の大きな事業所・施設や事業所の数が多い法人ほど平均収支率が高いなど規模の利益が働き得ることも事実である。
○ 介護分野では主として収入面が公定価格によって規定される以上、費用面の効率化が重要であり、国や自治体が先進・優良事例を示して、備品の一括購入、請求事
務や労務管理など管理部門の共通化、効率的な人員配置といった費用構造の改善、更にはその実現に資する経営の大規模化・協働化を慫慂していくべきである。

○ 介護給付費の徒な増大を防ぐ観点からは、規模の利益を生かすなどこうした取組に成功し、効率的な運営を行っている事業所等をメルクマールとして介護報酬を定めて
いくことも検討していくべきであり、そのようにしてこそ大規模化・協働化を含む経営の効率化を促すことができる。

業務の効率化と経営の大規模化・協働化②

◆介護事業者の経営主体の規模
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6,141（66％） 3,042（33％）

⚫介護サービス事業所・施設の
４割弱が１法人１施設・事業所

（出所）「令和２年度介護労働実態調査」介護労働安定センター

事業所数

（注）介護事業経営実態調査等における事業所別の経営状況に関するデータについて、介護事業所2,922事業所分を集計した結果。
（出所）平成30年度財務省予算執行調査による調べ

◆社会福祉法人１法人当たりの
事業所数と平均収支差率の関係

⚫本部機能の統合、給食事業の共同化、物品等の共同
購入等によりコストを削減し、経営を効率化。この
他、法人の垣根を超え、近隣の他法人との共同購入
を行うといった先進的な例もある（財務局調べ）。

平均収支差率

◆今後の介護報酬のあり方（イメージ）
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◆規模別 設置状況（通所介護、特養）
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通所介護 特養

※事業所数
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◆規模別 収支状況（通所介護、特養）
通所介護

特養※収支率

定 員 規 模
（出所）令和２年度介護サービス施設・事業所調査

（出所）令和２年度介護事業経営実態調査 （参考）平成30年10月8日財政制度等審議会財政制度分科会提出資料
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介護施設・事業所等の経営状況の把握
○ こうした業務の効率化や経営の大規模化・協働化を進めるためにも、介護サービス事業者の経営状況の「見える化」を進めることが必要である。
○ 介護及び障害福祉サービス等事業者は、法令上、サービス提供内容等の運営情報について都道府県に報告を行い、都道府県は、厚労省が設置する
「介護サービス情報公表システム」及び「障害福祉サービス等情報検索」で報告を受けた内容を公表することとされている。

○ このうち、障害福祉サービス等については、すべての法人に「事業所等の財務状況」の都道府県への報告及び「障害福祉サービス等情報検索」にお
ける公表が法令上義務化されている一方で、介護サービスについては、法令上何ら規定がなく、公表が義務化されていない。

○ このため、介護サービスについても法令改正を行い、財務諸表等の財務状況の報告・公表を義務化し、介護施設・事業所の経営状況の「見える化」
を推進すべきである。「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿った取組が求められる。

○ また、障害福祉サービス等については、法令上、報告・公表が義務化されているにもかかわらず、「障害福祉サービス等情報検索」での財務状況の
公表が低調であるため、法令に従い、財務状況を公表するように徹底すべきである。

◆介護事業所等の公表制度の概要

◆報告・公表内容

事業所の名称、所在地等、従業者に関するもの、提供サー
ビスの内容、利用料等、法人情報 等

基本的な項目

利用者の権利擁護の取組、サービスの質の確保への取組
相談・苦情等への対応、外部機関等との連携
事業運営・管理の体制 等

事業所運営にかかる各種取組 ◆財務状況の公表
障害福祉サービス等情報検索では、

事業所等の直近年度の決算資料が公
表されるが、実際に公表されている
事業所等は限定的

◆介護サービスと障害福祉サービス等の法令上の違い

◆『経済財政運営と改革の基本方針2021』（抄）（2021年6月18日 閣議決定）
○ 医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、感染症による医療機関への影

響等を早期に分析できる体制を構築する。同様に、介護サービス事業者についても、事業報告書等のアップロードによる取扱いも
含めた届出・公表を義務化し、分析できる体制を構築する。

社会福祉法 障害者総合支援法 介護保険法

報告義務
社会福祉法人は、計算書類（法
人・事業区分・拠点区分で作
成）等を所轄庁に届け出る義務

（社福法59条等）

事業者は、情報公表対象サービス等情報を
都道府県に報告する義務（障76条の3①、介115条

の35①）

公表義務
社会福祉法人は、計算書類（法
人・事業区分・拠点区分）等を

公表する義務
（社福法59条の２①）

都道府県は、報告を受けた後、
報告内容を公表する義務（障76条の３②、介115条

の35②）

公表対象
（財務状況）

厚生労働大臣は、社会福祉法人
に関する情報に係るデータベー

スを整備
（社福法59条の２⑤）

事業所等の財務状況
（施行規則別表一）

―
（財務状況に係る
規定なし）
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• 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に
据え置いている利用者負担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己
負担割合を２割とする。

12.1% 11.9%
11.4%

11.1% 10.9% 11.0% 11.0% 10.8% 10.7% 10.7% 10.9% 10.7%

7.6% 7.5%
7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%

7.5% 7.6% 7.6% 7.7% 7.6%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

医療

介護
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利用者負担の見直し
○ 介護保険制度の持続可能性を確保するためには、利用者負担の更なる見直しをはじめとした介護保険給付の範囲の見直しに引き続き
取り組むことも必要である。

○ 利用者負担については、２割・３割負担の導入を進めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担割合の⾒直し等を踏まえ、
①介護保険サービスの利用者負担を原則２割とすることや２割負担の対象範囲の拡大を図ること、
②現役世代との均衡の観点から現役世代並み所得（３割）等の判断基準を見直すこと
について、第９期介護保険事業計画期間に向けて結論を得るべく、検討していくべきである。

◆実効的な自己負担率（利用者負担／総費用）の推移

自己負担割合２割の導入
（2015年８月）

◆利用者負担の区分
１割負担 下記以外の者 （92％）

２割負担 合計所得金額160万円以上の者 （５％）
（かつ単身で年金収入＋その他合計所得金額280万円以上（夫婦世帯：346万円以上））

３割負担 合計所得金額220万円以上の者 （４％）
（かつ単身で年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（夫婦世帯：463万円以上））

自己負担割合３割の導入
（2018年8月）

（注1）実効負担率は、実効負担率＝利用者負担額/費用額、利用者負担額＝費用額－給付費額。
（注2）医療については、65歳以上の実効負担率。
（出所）厚生労働省「介護保険事業状況報告」、「医療保険に関する基礎資料」

後期高齢者医療制度の開始
75歳以上1割負担（現役並み所得者3割）
70～74歳２割負担（現役並み所得者3割）
（2008年4月～）

◆利用者負担のこれまでの経緯

• 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割負担者
のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。

現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し【平成30年８月施行】

一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年８月施行】

１割負担

同一世帯の1号被保険者の
年金収入 ＋ その他の合計所得金額 ＜

下記以外の場合 ２割負担

単身：280万円
2人以上：346万円（給与収入や事業収入等から給与所得控除

や必要経費を控除した額） １割負担

同一世帯の1号被保険者の
年金収入 ＋ その他の合計所得金額 ＜

下記以外の場合 ３割負担

２割負担の
判定フローに進む

単身：340万円
2人以上：463万円

１
号
被
保
険
者

本人の
合計所得金額が
160万円未満

本人の
合計所得金額が
160万円以上
220万円未満

本人の
合計所得金額が
220万円以上

（給与収入や事業収入等から給与所得控除
や必要経費を控除した額）

※第２号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者の場合、上記のフローにかかわらず、１割負担。

（注）％は、要介護（支援）認定者に占める割合（「介護保険事業状況報告」令和３年３月暫定版より）
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※令和２年度予算執行調査によれば、福祉用具貸与のみの
ケアプランの割合は６．１％

ケアマネジメントの利用者負担の導入等
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○ 居宅介護支援（ケアマネジメント）については、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担をとらない例外的取
扱いがなされてきた。
しかしながら、介護保険制度創設から20年を超え、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を
導入することは当然である。

○ そもそも、制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切なサービスを確保するため、…そのニーズを適切に把握したうえで、ケア
プランを作成し、実際のサービス利用につなぐもの」とされていたが、その趣旨にそぐわない実情も⾒られる。具体的には、ケアマネ（居宅介護支
援）事業所の約９割が他の介護サービス事業所に併設しており、「法人・上司からの圧力により、自法人のサービス利用を求められた」という経験を
⾒聞きしたケアマネジャーが約４割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在することが窺える。さらに、ケアマネジャーは、インフォーマ
ルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプランに入れなければ報酬を受け取れないため、「介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等
によりプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されている。

○ 利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上にも資することから、第
９期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきである。

○ また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行うなどサービスの内容に応じた報酬体系とすることも、あわせて令和６年度
（2024年度）報酬改定において実現すべきである。

◆ケアマネジャーに聞いた「過去1年間に以下のような経験をして
いるケアマネジャーについて見たり聞いたりしたことがあるか」

（出所）「ケアマネジメントの公正中立性を確保するための取組や質に関する指標のあり方に関する調査研究報告書」

よくある, 12.1%

ときどきある, 
28.1%

あまりない, 
20.7%

全くない, 
24.6%

わからない, 14.5%
約４割

法人・上司からの圧力により、自
法人のサービス利用を求められた

本来であればフォーマルサービスは
不要と考えていたが、介護報酬算定
のため、必要のない福祉用具貸与等
によりプランを作成した

購入する場合 総額 ： 約１０，０００円
（自己負担：約１，０００円）

福祉用具貸与

自己負担：約５，４００円
（約１５０円×３６月）

貸与に係る給付費：約４８，６００円
（約１，３５０円×３６月）

ケアプラン作成等のケアマネジメントに
係る給付費：
約３６０，０００円
（約１０，０００円×３６月）
総 額 ： 約４１４，０００円

購入する場合と比べて約４０万円以上の費用を要している

（例）歩行補助つえを３年間使用する場合（１割負担の者）
販売価格：約１万円 レンタル価格：約１,５００円／月

よくある, 3.3%

ときどきある, 
12.4%

あまりない, 22.7%

全くない, 
41.0%

わからない, 
20.6% 約15％
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全国老施協発第 948 号  
令和４年 8 月 5 日  

厚 生 労 働 省 
老 健 局 長 大西 証史 様 
社会・援護局長 川又 竹男 様 
職業安定局長 田中 誠二 様 

 

 

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 
会 長    平 石   朗 

 

 

 

介護保険制度等の見直しに関する介護現場の要望について 

 
 介護現場からは、介護保険制度等の見直しに関しさまざまな意見・要望がでてきておりま
すが、このたび本会としてこれを別添のとおり整理いたしました。  
 一つでも多くの項目が実現されますよう、よろしくお取り計らいをお願い申し上げます。 
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３．負担と給付 

（１） 要介護度１・２の方を地域支援事業（総合事業）へ移行することについて 

〇 要介護度１・２の方を地域支援事業（総合事業）へ移行することに関しては、①地
域支援事業の目的は「被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社
会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する
こと」とされている。すでに要介護状態である要介護度１・２の方へ地域支援事業で
は適切な介護サービスが提供できないこと、②要介護度１・２といってもその状態像
は千差万別であり、一概に介護保険対象でないとすることは難しいこと③地域支援
事業による従前相当以外の通所型サービス・訪問型サービスは約半数の自治体でし
か実施してしていないこと、④上限額が設けられて自治体で利用抑制の動きが出て
くることが危惧され、結果として総合事業への移行は利用者にとってプラスになる
ことはないと考えられる。 

〇 介護事業者側としても、同一の対象者に対する同一の介護サービスを、介護保険に
よって行う場合と地域支援事業で行った場合とで、後者のほうが得られる報酬・委託
料が少なくなる場合がほとんであり、現在、赤字経営や適正収支差額が得られていな
い事業所は閉鎖・休止に追い込まれ、自治体から通所介護事業所が消えるなど地域包
括ケアシステムの弱体化を招くことが考えられる。 

〇 よって要介護度１・２の方の地域支援事業（総合事業）へ移行については反対する。 
 

（２） 補足給付に関する給付の在り方 

〇 社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームは低所得者対策が義務付けられてい
ることから、補足給付は維持していただきたい。 

〇 また、食費の基準費用額についても令和３年８月から見直していただいているが、
物価高騰が続いていることから、今後は物価の変動に伴いスライドする仕組みを導
入していただきたい。 

 
（３） ケアマネジメントに関する給付の在り方 

〇 居宅介護支援事業所のケアマネジメントに係る費用に関しては、介護が必要にな
った方がいつでもどこでも誰でもサービスを使えるようにするために、全額公費が
望ましい。 

〇 しかしながら特別養護老人ホームでは介護支援専門員が人員配置基準に含まれて
いることから、入所後は実質負担していることになるため、公平性の面から議論は必
要。 

〇 例えば、仮に自己負担を導入する場合は、加算の有無で費用に差が出ることがない
よう１割負担ではなく定額制とすることも考えられる。 
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多床室の室料負担の見直し
○ 制度創設時から、「施設介護については、居宅介護とのバランスや高齢者の自立が図られてきている状況から⾒て、食費等日常生活費
は、利用者本人の負担とすることが考えられる」とされていた（「高齢者介護保険制度の創設について」(1996)）。
このため、2005年度に、食費と個室の居住費（室料＋光熱水費）を介護保険給付の対象外とする⾒直しを実施（多床室は食費と光熱水
費のみ給付対象外）し、2015年度に、特養老人ホームの多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しを行った。

○ しかしながら、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含
まれたままとなっている。

○ 居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費（室料＋光熱水費）を求めていく観点から、給付対象となっている室
料相当額について、第９期介護保険事業計画期間から、基本サービス費等から除外する見直しを行うべきである。

特養は2015年度改定で多床室の室料をサー
ビス費から除外し、個室と多床室の報酬水準
は同額。

老健施設の多床室については、室料相当額は基本サービス
費に包含されたままであり、多床室の方が個室よりも基本
サービス費が高い。

光熱水費

基本
サービス費
（総費用）
30.1万円

基本
サービス費
（総費用）
27.8万円

光熱水費

食費

個室

食費

室料相当

多床室

自
己
負
担

自
己
負
担室料

基本
サービス費
（総費用）
25.4万円

光熱水費

食費

個室・多床室

自
己
負
担室料

（注）上記の特養老人ホーム、介護老人保健施設等の基本サービス費は要介護５の者が30日入所した場合の費用（利用者負担含む）

特養老人ホーム 介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床

出典：財政制度分科会（令和4年4月13日開催）資料
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区分支給限度額のあり方の見直し
○ 介護サービスは生活に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいこと等から、制度創設時に、「高齢者は介護の必要度に応じて設定され
た介護給付額の範囲内で、自らの判断と選択により実際に利用したサービスについて保険給付を受けることができることとすることが適
当である」 （「高齢者介護保険制度の創設について（1996）」）とされ、要介護度ごとに区分支給限度額が設定された。

○ しかしながら、制度創設以降、様々な政策上の配慮を理由に、区分支給限度額の対象外に位置付けられている加算が増加している。
○ 制度創設時に企図したように、設定された限度額の範囲内で給付を受けることを徹底すべきであり、居宅における生活の継続の支援を
目的とした加算をはじめ、第９期介護保険事業計画期間に向けて加算の区分支給限度額の例外措置を見直すべきである。

◆区分支給限度額の対象外となっている主な加算◆区分支給限度額について

（出所）介護給付費分科会資料を基に作成

限度額 限度額に占め
る平均利用率

限度額を超えている
者の割合（％）

要支援１ 50,320円 27.6％ 0.4％

要支援２ 105,310円 21.5％ 0.1％

要介護１ 167,650 円 42.6％ 1.3％

要介護２ 197,050 円 51.4％ 2.7％

要介護３ 270,480 円 57.0％ 2.3％

要介護４ 309,380 円 61.5％ 3.2％

要介護５ 362,170 円 65.6％ 4.3％

支給限度額

介護保険給付の対象
（１割自己負担）

対象外
（全額自己負担）

限度額超過分 種類 加算等の名称

①居宅における生活の継
続の支援を目的とする加
算

・総合マネジメント体制強化加算
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看
護小規模多機能型居宅介護）
…居宅介護計画について、随時適切に⾒直しを行うとともに、日
常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極
的に参加する場合に算定

・訪問体制強化加算（小規模多機能型居宅介護）
・看護体制強化加算（看護小規模多機能型居宅介護）
…訪問サービスの提供回数が1月当たり延べ200回以上である場合
に算定

②交通の便が悪い地域に
おける経営の安定を図る
こと等を目的とする加算

・特別地域加算（各種サービス）

・中山間地域等における小規模事業所加算
（各種サービス）

・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
（各種サービス）

③医療ニーズへの対応に
関する加算

・緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナル
ケア加算（訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
看護小規模多機能型居宅介護）

・緊急時施設療養費、特別療養費
（介護老人保健施設における短期入所療養介護）

・特定診療費（病院・診療所における短期入所療養介護）

（注）要支援１・２の者の平均利用率及び限度額を超えている者の割合については、総合事業の訪問・通所介護サービスの利用
を含まない。また、支給限度額は、介護報酬の１単位を10円として計算。

（出所）厚生労働省「介護給付費等実態統計（令和2年1月）」に基づき、厚労省にて作成
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○ 要支援者に対する訪問介護、通所介護については、地域の実情に応じた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を行う観点
から、地域支援事業へ移行したところ（2018年３月末に移行完了）。
○ 要介護１・２への訪問介護・通所介護についても、生活援助型サービスをはじめとして、全国一律の基準ではなく地域の実情に合わ
せた多様な人材・多様な資源を活用したサービス提供を可能にすることが効果的・効率的である。

○ 先に述べた地域支援事業のあり方の⾒直しに取り組みつつ、第９期介護保険事業計画期間に向けて、要介護１・２への訪問介護・通所
介護についても地域支援事業への移行を検討し、生活援助型サービスをはじめとして、全国一律の基準ではなく地域の実情に合わせた多
様な人材・多様な資源を活用したサービス提供を可能にすべきである。

軽度者へのサービスの地域支援事業への移行等

介護予防・日常生活支援総合事業
（地域支援事業の一部）
＜要支援1～２、それ以外の者＞

・訪問型・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネ） 等

介護予防給付
＜要支援1～２＞

介護給付
＜要介護1～５＞

（注）いずれも、財源構成は、国25%、都道府県12.5%、
市町村12.5%、1号保険料23%、2号保険料27%。

訪問介護・通所介護
（2018年３月末に移行完了）

◆介護給付と地域支援事業

地域支援事業に
移行すべき

◆要介護１・２への介護費用

（出所）厚生労働省「2019年度介護保険事業状況報告年報」

生活援助が多い
（調理、掃除、洗濯等）

◆訪問介護サービスの提供状況

※訪問回数

サービスの種類・内
容・人員基準・単価等
が全国一律
（例）
・介護職員２人以上
・１人あたり３㎡以上

地域の実情に応じ、住
民主体の取組など効果
的・効率的なサービス
提供を実施
（例）
・人員基準なし
（ボランティア可）

・面積制限なし

通所介護
18.9%

訪問介護
8.9%

居宅介護支援
8.4%

福祉用具・住宅改修
5.6%

訪問看護
4.0%

通所リハ
8.4%

特定施設入居者
生活介護
7.1%

居宅その他
6.4%

認知症対応型共同
生活介護
8.0%

地域密着型
11.4%

施設サービス
12.8%

費用額
38,099億円

訪問介護・通所介護
〈要介護１・２〉

（出所）厚生労働省「介護給付費等実態統計」（2020年５月～2021年４月審査分）

36.0%
26.7%

12.9% 6.0% 2.8%

19.8%
19.5%

16.0%
11.7% 10.5%

41.9%
53.1%

72.1%
83.7% 88.1%

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

身
体
介
護

中
心
型

身
体
介
護

＋

生
活
援
助

生
活
援
助

中
心
型

（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可 13出典：財政制度分科会（令和4年4月13日開催）資料

（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可



3

当面検討を行う論点

◎地域包括ケアシステムの更なる深化・推進

・在宅・施設を通じた介護サービスの基盤整備、住まいと生活の一体的な支援

・医療と介護の連携強化、自立支援・重度化防止の取組の推進

・認知症施策、家族を含めた相談支援体制

・地域における介護予防や社会参加活動の充実

・保険者機能の強化

◎介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進

◎給付と負担

◎その他の課題

※検討項目については、今後の議論に応じて見直す。

検討の進め方について②

（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可

（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可



（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可

（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可



（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可

（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可



（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可

（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可



（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可

（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可



ղޤͶ͕͜Ζਫ਼ࢊखૌ
̔غղޤฯܯۂࣆݧժ ̕غղޤฯܯۂࣆݧժ ̖غղޤฯܯۂࣆݧժ 9غ

ฑ28೧ౕ
ʤ2016೧
ౕʥ

ฑ29೧ౕ
ʤ2017೧ౕʥ

ฑ30೧ౕ
ʤ2018೧ౕʥ

ྫݫ೧ౕ
ʤ2019೧ౕʥ

ྫ2೧ౕ
ʤ2020೧ౕʥ

ྫ3೧ౕ
ʤ2021೧ౕʥ

ྫ4೧ౕ
ʤ2022೧ౕʥ

ྫ5೧ౕ
ʤ2023೧ౕʥ

ྫ6೧ౕʞ
ʤ2024೧ౕʞʥ

͗ߨ˕
ΌΖீٽ
ධช
ॽྖൔ
ʤ2020ݰ
೧େॵಆ
ΉͲͶʥ

˕ղݳޤ
ෝ୴
Νଇݰܲ


ชॽྖࠬʤฑ28೧ౕͳർֳࠬʥ
Ͷड़ͤΖชॽߨ˛
ਅ੧ԿͶΓΖชॽྖࢢΤΥϔྙʀు;ٶોԿʀඬ६Կ؈Ζ͵ߍ˕
ܯՎΝࠬʀਬްݰࡡ

ʀίΠϕϧϱชॽىॶͶ͕͜ΖίΠۂࣆ˛
˕ཤ༽ंಋқखಚ๏๑ʤԣһʥݡ͢Ώ͖ࢶΔుࣕదىͶΓΖ
ฯଚҢߨͶΓΖชॽྖรԿΝࠬʀਬܯ

ݰࡡͶड़ͤΖชॽߨ
ߴఈਅ੧ࢨ˕
ΝͤݰࡡΖ
ྫրਜ਼

˕ชॽෝ୴ܲݰҗҽճΝ
અʤR1.8ʥ

ોԿɼඬ६ԿɼICT؈˕
ɼ͢౾ݗͶͯ͏ͱ༼
ଲԢ๏ਓΝ࣑ࣙରबஎ

ݰࡡʀίΠϕϧϱชॽىॶίΠۂࣆ

ICTࢩԋۂࣆͶΓΖղޤλϓφ߬ඇ༽ึঁʤஏҮҫྏ૱֮ฯۜخʥ

ฑ28೧
఼ౕ࣎
ชॽྖ
Ѵ

ʤਬܯʥ
᥎ィ

ΤΥϔྙʀుࢢਅ੧
ྫ3೧ౕͶղޤ
γʖϑηๅޮන
εητϞΝրर͢ɼ
ుࢢਅ੧ʀड़εητ
ϞΝࣰݳ

ΤΥϔྙʀుࢢਅ੧
ྫ4೧ౕӣ༽࢟༩ఈ

˕ཤ༽ंಋқखಚ๏๑ʤԣһʥΏ
ుࣕదىͶΓΖฯଚݡ͢ʤྫրਜ਼ʥR3.4.1ʛ

ίΠϕϧϱυʖν࿊ܠεητϞߑۂࣆʤଲΝΚ͵͏υʖν࿊ܠࣰݳʥ
ʀඬ६ࡠ༹˲ʀࣰৄৄݗ˲ ʀεητϞߑ˲ ʀཤ༽ਬ

ᴗᡤ䛾ICT䛾ᐇែᢕᥱ䠄R1ᖺᗘ䠅

ICTᑟධ䛾
ᡭᘬ䛝⟇ᐃ

ICTᑟධ䛾
ᡭᘬ䛝ᨵゞ䕿ㆤሗ㓘ㄳồ䠄84.3%䠅

䖃䜰䝉䝇䝯䞁䝖⾲సᡂ䠄57%䠅
䖃䝃䞊䝡䝇ෆᐜ䛾グ㘓䠄56%䠅
䖃䝅䝣䝖⾲సᡂ䠄9.2%䠅
䖃㌿グせ䠄57.8%䠅

ሗ㓘ㄳồ௨እ䛾ᶵ⬟䛾ά⏝ಁ㐍

ዲ䛾ᶓᒎ㛤ICTᑟධ䛾ಁ㐍

⿵ຓୖ㝈㢠
䛾ቑ㢠

୍ᐃ䛾せ௳䜢‶䛯䛩ሙྜ
䛻⿵ຓྜ3/4ୗ㝈䛻ቑ

ㆤሗ㓘䛷䛾ホ౯ㆤ䝻䝪䝑䝖ᑟධ䛾ಁ㐍
ሗ㓘ୖホ౯䛾ぢ┤䛧

ᑟධᨭᴗ䛻䜘䜛ㆤ䝻䝪䝑䝖䛾㉎ධ㈝⏝䛾⿵ຓʤஏҮҫྏ૱֮ฯۜخʥ
䕿ኪ⫋ဨ㓄⨨ຍ⟬䛻䛚䛡䜛䝔䜽䝜䝻䝆䞊せ௳䛾ᑟධ 䕿ኪ⫋ဨ㓄⨨ຍ⟬䛻䛚䛡䜛䝔䜽䝜䝻䝆䞊せ௳䛾⦆

䕿䝔䜽䝜䝻䝆䞊ά⏝䛾ኪ㛫ேဨ㓄⨨ᇶ‽䛾⦆ 䠍

（Ｃ）2022 小濱介護経営事務所 無断転載不可

国民健康保険中央会では、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所との間で毎月やりとりされ
るケアプランの一部情報（予定・実績）をデータ連携するシステムを構築しています。

ケアプラン（提供票）をデータで送受信できるようになり、業務の負担軽減に繋がります。

サービス提供票や居宅サービス計画書など（一部）、
手書き・印刷し、FAXや郵送などでやりとりしていた
書類をシステム上でデータで送受信できるようになります。
書類の記入や転記誤りなど業務負担の削減が期待できます。

一層の利用者支援の向上に！

2 0 2 2（令 和 ４）年 度
2023（令和５）年度 2024（令和６）年度9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

システム開発 パイロット運用 本 稼 働

本稼働後も、必要な機能改修を実施予定

募集情報等提供事業者の皆さまへ

「ケアプランデータ連携システム」が来春スタート
業務負担の軽減に繋がるシステム利用をご検討ください

2023（令和５）年４月本格稼働（予定）

介護事業所・地域包括支援センターの皆さま

●データ連携で、業務の効率化とコスト削減が期待できます

人件費、印刷費、通信費、交通費など
年間81万6,000円のコスト削減も期待できます。
※調査研究アンケート結果から試算した全国平均の見込み金額

公益社団法人 国民健康保険中央会 協力： 老健局高齢者支援課

必 要 な 環 境
 パソコン（Windows10以降）
 厚生労働省のケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフト
 介護給付費請求に使用する電子証明書
 ケアプランデータ連携クライアント
（システム利用申請後に利用可能になるため、事前にご用意いただく必要はございません。）

赤字部分がシステムの範囲です。

居宅介護支援事業所A

システム利用後

ケアプランデータ連携システム

データ送受信

介護サービス事業所B

●運用開始までのスケジュール案

自治体を限定した形でパイロット運用を予定

●システムの概要（ケアプラン連携の業務フロー）
居宅介護支援事業所

介護ソフト

ケアマネジャーファイル
出力

ケアプラン
データ

① ②
ケアプランデータ
連携クライアント

居宅介護支援事業所

介護ソフト

ケアマネジャー ファイル
取り込み

ケアプラン
データ

⑫ ⑪ケアプランデータ
連携クライアント

ケアプランデータ
連 携 基 盤電子証明書

付与

③

介護サービス事業所
ファイル

ダウンロード

⑤ ⑥
介護ソフトケアプランデータ

連携クライアント

ファイル
アップロード

暗号化

④

ファイル
取り込み

ファイル
ダウンロード

ケアプランデータ
連 携 基 盤

暗号化

⑩

介護サービス事業所
ファイル

アップロード

⑧ ⑦
介護ソフトケアプランデータ

連携クライアント

ファイル
出力電子証明書

付与

⑨

利 用 料 金
 先行事例や厚生労働省の先行調査研究等を参考
に、過度な負担にならないよう検討中です。

ケアプラン
（予 定）

ケアプラン
（実 績）

データ送受信

※安心してやり取りできるよう、セキュリティ対策には十分配慮しています。
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国民健康保険中央会では、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所との間で毎月やりとりされ
るケアプランの一部情報（予定・実績）をデータ連携するシステムを構築しています。

ケアプラン（提供票）をデータで送受信できるようになり、業務の負担軽減に繋がります。

サービス提供票や居宅サービス計画書など（一部）、
手書き・印刷し、FAXや郵送などでやりとりしていた
書類をシステム上でデータで送受信できるようになります。
書類の記入や転記誤りなど業務負担の削減が期待できます。

一層の利用者支援の向上に！

2 0 2 2（令 和 ４）年 度
2023（令和５）年度 2024（令和６）年度9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

システム開発 パイロット運用 本 稼 働

本稼働後も、必要な機能改修を実施予定

募集情報等提供事業者の皆さまへ

「ケアプランデータ連携システム」が来春スタート
業務負担の軽減に繋がるシステム利用をご検討ください

2023（令和５）年４月本格稼働（予定）

介護事業所・地域包括支援センターの皆さま

●データ連携で、業務の効率化とコスト削減が期待できます

人件費、印刷費、通信費、交通費など
年間81万6,000円のコスト削減も期待できます。
※調査研究アンケート結果から試算した全国平均の見込み金額

公益社団法人 国民健康保険中央会 協力： 老健局高齢者支援課

必 要 な 環 境
 パソコン（Windows10以降）
 厚生労働省のケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフト
 介護給付費請求に使用する電子証明書
 ケアプランデータ連携クライアント
（システム利用申請後に利用可能になるため、事前にご用意いただく必要はございません。）

赤字部分がシステムの範囲です。

居宅介護支援事業所A

システム利用後

ケアプランデータ連携システム

データ送受信

介護サービス事業所B

●運用開始までのスケジュール案

自治体を限定した形でパイロット運用を予定

●システムの概要（ケアプラン連携の業務フロー）
居宅介護支援事業所

介護ソフト

ケアマネジャーファイル
出力

ケアプラン
データ

① ②
ケアプランデータ
連携クライアント

居宅介護支援事業所

介護ソフト

ケアマネジャー ファイル
取り込み

ケアプラン
データ

⑫ ⑪ケアプランデータ
連携クライアント

ケアプランデータ
連 携 基 盤電子証明書

付与

③

介護サービス事業所
ファイル

ダウンロード

⑤ ⑥
介護ソフトケアプランデータ

連携クライアント

ファイル
アップロード

暗号化

④

ファイル
取り込み

ファイル
ダウンロード

ケアプランデータ
連 携 基 盤

暗号化

⑩

介護サービス事業所
ファイル

アップロード

⑧ ⑦
介護ソフトケアプランデータ

連携クライアント

ファイル
出力電子証明書

付与

⑨

利 用 料 金
 先行事例や厚生労働省の先行調査研究等を参考
に、過度な負担にならないよう検討中です。

ケアプラン
（予 定）

ケアプラン
（実 績）

データ送受信

※安心してやり取りできるよう、セキュリティ対策には十分配慮しています。
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２ 介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直し

○見直しの必要性
・ 平成16年の策定以降に給付対象として追加された福祉用具もあるので、判断基準の見直しは必要
・ 福祉用具の市場の拡大等により商品の種類も豊富になっていることを考慮するべき
・ 軽度とされている者の利用も踏まえた検討
・ サービス担当者会議、退院・退所時のカンファレンスなど、多職種連携の促進
・ 医師やリハビリテーション専門職等の医療職の判断の必要性
・ 地域ケア会議等の活用

○見直しの内容
・ 策定当時は販売されていなかった類型の福祉用具製品の基準
・ 疾病・疾患による分類の整理、LIFEの項目を踏まえた対応
・ 身体機能の評価（特に転倒防止に関するアセスメントの充実）等による分類の整理
・ 判断基準内容の細分化
・ リハビリテーション、手段的日常生活動作（IADL）、社会参加の視点
・ チェックシート、評価指標の活用
・ 用具別の取扱いに関する注意事項の明記
・ 同一種目の複数個給付も含めた適切な支給量についての考え方の整理 等

○その他（検討の進め方等）
・ データの不足があるため､きめ細かな調査や研究事業等を引き続き行い、把握したデータ等を具体的に示していく必要があるのでは

ないか

（※）現行の介護保険における福祉用具の選定の判断基準が平成16年度に策定された際は、老人保健健康増進等事業において調査研究・
作成が行われており、介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会における議論も踏まえて発出された。
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